
JP 2012-41923 A5 2014.9.18

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2012-41923(P2012-41923A)
【公開日】平成24年3月1日(2012.3.1)
【年通号数】公開・登録公報2012-009
【出願番号】特願2011-171432(P2011-171432)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｄ  11/02     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/28     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/24     (2006.01)
   Ｆ１６Ｊ  15/447    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｄ  11/02    　　　　
   Ｆ０２Ｃ   7/28    　　　Ｂ
   Ｆ０１Ｄ  25/00    　　　Ｍ
   Ｆ０１Ｄ  25/24    　　　Ｐ
   Ｆ１６Ｊ  15/447   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月4日(2014.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止構造体（４０２）と回転構造体（４０４）との間の半径方向ギャップを通る軸方向
漏出を阻止するためのシール（４００）であって、前記半径方向ギャップが、該半径方向
ギャップを隔てて外側半径方向表面（４０３）に対向する内側半径方向表面（４０５）に
よって画成され、当該シールが、
　内側半径方向表面及び外側半径方向表面の一方に配置される１以上のランド（６２０）
であって、半径方向軸線に対して１０～４０度の角度で上流側に傾斜するよう構成された
上流側表面（６２４）を含む１以上のランド（６２０）と、
　前記内側半径方向表面及び外側半径方向表面の他方から突出する１以上の第１の歯状部
（４１０）と、
　前記内側半径方向表面及び外側半径方向表面の他方から突出し、前記１以上の第１の歯
状部よりも短い１以上の第２の歯状部（４１１）と
を備えており、第１の歯状部及び第２の歯状部の少なくとも一方が、上流方向に第１の角
度で延在するよう構成され、前記第１の角度が、第１の歯状部又は第２の歯状部が延在す
る基点となる半径方向表面と、第１の歯状部及び第２の歯状部の少なくとも一方の上流側
表面との間に画成され、且つ８０度以下である、シール。
【請求項２】
　前記第１の角度が５０度以上である、請求項１記載のシール。
【請求項３】
　前記静止構造体（４０２）上に１以上のランド（６２０）が配置され、前記１以上の第
１の歯状部（４１０）及び前記１以上の第２の歯状部（４１１）が前記回転構造体（４０
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４）上に配置される、請求項１又は請求項２記載のシール。
【請求項４】
　前記１以上のランド（６２０）が、前記内側半径方向表面（４０５）上に配置され、前
記１以上の第１の歯状部（４１０）及び前記１以上の第２の歯状部（４１１）が前記外側
半径方向表面（４０３）上に配置される、請求項１又は請求項２記載のシール。
【請求項５】
　前記１以上の第１の歯状部（４１０）が上流方向に第１の角度で延在するよう構成され
る、請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載のシール。
【請求項６】
　前記１以上の第２の歯状部（６１１）が上流方向に第１の角度で延在するよう構成され
る、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載のシール。
【請求項７】
　前記シールが、前記内側半径方向表面（４０５）と前記外側半径方向表面（４０３）と
の間の距離によって画成されるシール高さ（Ｈ）を有し、前記シール高さの５分の４に等
しい前記１以上の第１の歯状部（４１０）の高さ、前記シール高さの５分の１に等しい前
記１以上の第２の歯状部（４１１）の高さ、及び前記シール高さの５分の３に等しい前記
１以上のランド（６２０）の高さの少なくとも１つを有する、請求項１乃至請求項６のい
ずれか１項記載のシール。
【請求項８】
　前記１以上の第１の歯状部（４１０）と前記１以上の第２の歯状部（６１１）とが軸方
向に離間している、請求項１乃至請求項７のいずれか１項記載のシール。
【請求項９】
　前記１以上の第１の歯状部（４１０）の端部とそれと対向する半径方向表面との間又は
前記１以上のランド（６２０）の上部と前記１以上の第２の歯状部（６１１）の端部の間
の距離として定義されるクリアランス距離（Ｄ）が２０～８０ミル（０．５～２ｍｍ）で
ある、請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載のシール。
【請求項１０】
　前記静止構造体（４０２）が、ステータ、ステータ内側支持体及びパッキンリングの少
なくとも１つを含んでおり、前記回転構造体（４０４）が、ロータ、又はロータに接続さ
れるシャフト、ディスクもしくはドラムを含む、請求項１乃至請求項９のいずれか１項記
載のシール。
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